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由良川緊急治水対策（舞鶴市域）完成式参加報告書 

令和 4年 2月 

産業建設委員会 

日 時 令和 4年 2月 23日（水） 午後 3時 ～ 4時 

場 所 加佐公民館 

目 的 

由良川緊急治水対策（舞鶴市域）完成式 

・ 由良川緊急治水対策（舞鶴市域）完成式典では、事業経過報告が行われ

るため、本委員会の活動方針に掲げている重点事項の一つに「防災・減災

機能の充実・強化」があり、「由良川水防災対策事業の促進」を昨年に引き

続きあげていることから、式典に参加し、事業経過報告を受ける。 

参加委員 
今西克己委員長、尾関善之副委員長、 

石束悦子委員、上野修身委員、鴨田秋津委員、松田弘幸委員 

概    要 

1. 事業経過報告 

・ 由良川緊急治水対策（舞鶴市域）完成式に参加し、事業経過報告を受けました。 

2. 対応者 

・ 国土交通省近畿地方整備局福知山河川国道事務所 

3. 説明の概要 

・ 国土交通省では、平成 25 年台風第 18 号にお

いて、大きな洪水被害が発生したことをふまえ、

平成 16 年台風第 23 号洪水と 2 度浸水した地

区を対象に、概ね10年で整備する「由良川緊急

治水対策」として輪中堤・宅地嵩上げによる治水

対策を実施してきた。 

・ 舞鶴市域における輪中堤整備は令和 2 年 5 月

に、宅地嵩上げは、令和 2年 3月に対象となる全ての地権者と国との補償契約が完了し、

地権者により宅地嵩上げの工事を実施し、由良川

緊急治水対策としては、令和 3年度において完成

することになる。 

4. 今後 

・ 30 年かかると言われた事業を約 10 年に短

縮して由良川緊急治水対策が完了し、豪雨災害

の軽減に大きく期待する。 
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・ 由良川緊急治水対策は完了したが、まだ河道

掘削などによる河川断面の確保が必要である。 

・ 輪中堤の内水対策など顕在化した課題もあり、

引き続き、国、府、市が連携した水防災対策や

国に対する要望についても引き続き取り組み、

切れ目なく水防災対策を進めていくことが必要

である。 

 

 

 


